
愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。  

令和８年３月27日  

         愛知県後期高齢者医療広域連合長  広  沢  一  郎  

愛知県後期高齢者医療広域連合規則第３号  

   愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部

を改正する規則  

愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則（平成20年

広域連合規則第１号）の一部を次のように改正する。  

第31条第２項を次のように改める。  

２  前項の減免額は、保険料の額の全部を減免する場合を除き、令第 18条

第１項第１号イの基礎賦課額及び同号ロの子ども・子育て支援納付金賦

課額ごとに算出し、それぞれ 100円未満の端数金額があるときは、当該端

数金額を切り上げ、それらの合計額とする。  

第32条第４項を次のように改める。  

４  第２項各号の減免額の算出については、前条第２項の規定を準用する。 

様式第10号中  

「  

 」を  

「  

 」に

改める。  



 様式第20号を次のように改める。  

 

 



 様式第29号中  

「  

 

 

 

 

                               」を 

「  

 

 

 

 

 

                               」に

改める。  

 様式第42号及び様式第 43号を次のように改める。  



 

 



 

 



 様式第49号を次のように改める。  

 



 様式第50号中  

「  

」を  

「  

」 に

改める。  

 様式第51号から様式第 52号までを次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



附  則  

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、様式第 10号、

様式第20号、様式第 29号、様式第50号及び様式第52号の改正規定は、公

布の日から施行する。  

２  この規則による改正後の第 31条第２項及び第 32条第４項の規定は、令

和８年度以後の年度分の保険料について適用し、令和７年度分までの保

険料については、なお従前の例による。  

３  この規則の施行の際現に改正前の愛知県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療に関する規則の規定に基づいて作成されている後期高齢者医

療保険料額決定通知書その他の用紙は、この規則による改正後の愛知県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の規定にかかわら

ず、当分の間、使用することができる。  


